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午後２時３１分開会 

○黛参事 皆様、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまより平成 28年度第１回藤沢市

廃棄物減量等推進審議会を始めさせていただきます。 

  本日はお忙しいところ、また暑い中を当審議会にご出席いただきまして、まことにありが

とうございます。 

  私は、進行をさせていただきます環境総務課長の黛と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  初めに、今回から新しく委員になられた方がいらっしゃいますので、ご紹介させていただ

きます。お名前のみの紹介とさせていただきます。お手元にＡ４の座席表があると思います

が、この裏面に名簿がついております。この名簿をごらんいただきたいと思います。８番目、

藤沢地区廃棄物対策協議会より選出されていた坂井潤司委員が異動されまして、その後任と

して古賀弘昭委員に引き継いでいただくことになりました。また、次の９番目、神奈川県湘

南地域県政総合センターから選出されていた長沼均委員が異動されまして、後任として石塚

隆夫委員に引き継いでいただくことになりました。お２人の方はいずれも、前任の方の残任

期間について委員をお願いすることになります。古賀様、石塚様、よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは早速、次第の１「第１回審議会」へと移らせていただきます。 

  初めに、この会は、規則によりまして、開催要件として委員の方の過半数の出席が必要と

なっております。本日は 19名中 17名の委員の方にご出席をいただいておりますので、開催

要件を満たしていることをご報告させていただきます。 

  なお、本日、傍聴の方はいらっしゃいません。 

  それでは、議事にお移りいただく前に、事務局を代表して金子環境部長から皆様にご挨拶

をさせていただきます。 

○金子部長 皆様、こんにちは。藤沢市環境部長の金子でございます。 

  本日は、お忙しい中、平成 28年度第１回藤沢市廃棄物減量等推進審議会にご出席を賜り、

まことにありがとうございます。 

  皆様には、常日ごろより藤沢市政、特に環境行政にご理解とご支援を賜り、心から感謝を

申し上げます。 

  廃棄物の処理については、市民生活に密着した日々の社会活動に欠かせないものであると

ともに、減量・資源化への取り組みは循環型社会形成に向けた重要な取り組みと考えており
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ます。 

  藤沢市の人口は現在 42万人で、５年前と比べて約１万 3,000人増加しております。今後、

平成 42年に人口約 43万人をピークに迎えて、それまでは微増で進むと推計されています。

ただ、今後の動向におきまして、Fujisawa サスティナブル・スマートタウンも残る 700 戸、

こちらは入居に向けた建設が進んでおります。また、人口推計以降、羽鳥のＮＴＴ社宅跡地

は現在区画整理中で、こちらも戸建てと集合住宅の建設が予定されております。さらに、鵠

沼神明の日本電気硝子も、今、更地になっておりまして、工事中です。この辺の跡地利用に

も大変留意が必要かなと思っております。ごみの減量・資源化の取り組みを進める中で、そ

ういった意味ではさらなる人口増加等、大変厳しい状況にあるとは考えております。 

  もう一方で、2025年問題の超高齢社会の進展を踏まえますと、ごみ質の変化等への対策も

重要になってきております。 

  本日は、このような状況を踏まえた藤沢市一般廃棄物処理基本計画が改定の年に当たるこ

とから、改定に当たってご審議をいただくこととなりますが、ぜひとも忌憚のないご意見を

いただく中で議論を深めてまいりたいと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

  なお、本日、「その他」で、ごみの分け・出し動画をごらんいただきます。これは、市民団

体、学生と意見交換をする中で、ごみのなぜという素朴な疑問から始まりまして、目で見て

よりわかりやすい動画での啓発という意見をいただきましたので、現在、環境部としては、

あの手この手を使って減量・資源化に努めているところでございます。この辺についても見

ていただいて、ぜひともご意見をいただければと思います。 

  簡単ではございますが、審議会開催に当たりまして、ご挨拶とさせていただきます。本日

はよろしくお願いいたします。 

○黛参事 それではここで、資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の資料、ま

ず１点目が「次第」でございます。次が、Ａ４、２枚を左側でホチキスどめしてある「藤沢

市一般廃棄物処理基本計画の改定について」です。次が、ちょっと大きいＡ３判、１枚物で

「藤沢市北部環境事業所新２号炉整備・運営事業に関するスケジュール」です。次が、カラ

ー版「スマホで毎日のごみ出しをもっと便利に!!」。これは３枚がクリップどめされていると

思います。Ａ５のカラー、Ａ４のカラー、Ａ３のカラーの３枚です。きょう、先ほど新たに

お配りさせていただいた資料がＡ４の３枚物「藤沢市焼却施設整備基本構想と基本計画の主

な変更点とその概要」でございます。 
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  以上ですが、お手元に資料はございますでしょうか。よろしいですか。――もし途中でな

いことに気づきましたら、お手を挙げていただければお渡しできますので、よろしくお願い

いたします。 

  それでは、規則によりまして、審議会の議長には会長に当たっていただくことになってお

りますので、ここから先は横田会長に議事進行をお願いしたいと存じます。会長、よろしく

お願いいたします。 

○横田会長 それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。 

  議事（１）「藤沢市一般廃棄物処理基本計画の改定について」、事務局からご説明をお願い

いたします。 

○須田補佐 事務局であります環境総務課の須田と申します。よろしくお願いいたします。 

  私のほうから、「藤沢市一般廃棄物処理基本計画の改定について」ということで、まず最初

に概要と、次に詳細として説明させていただきたいと思います。 

  資料をごらんください。まず、「改定の目的」です。一般廃棄物処理基本計画については、

廃棄物処理法第６条第１項の規定に基づき、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、

一般廃棄物の適正な処理を行うため、各自治体において定めることが規定されております。

環境省の指針においてはおおむね５年ごとに改定することが望ましいとされていること、ま

たバイオガス化施設の導入が延期となったことから、現行の計画、平成 23年度に改定された

ものですけれども、こちらを関係法令、社会情勢等の時代の変遷に伴う視点から見直し、改

定するものとなります。 

  「計画の構成」です。計画の構成については、まずごみ処理基本計画、それから生活排水

処理計画となっております。 

  「計画期間の設定」は、平成 29年度から平成 38年度までの 10年間とし、中間目標を平成

33年度とします。 

  「改定のポイント」になります。 

  まず、（１）「上位計画との整合性の見直し」です。国の法令、計画、方針、指針。神奈川

県廃棄物処理計画。藤沢市環境基本計画。湘南ふじさわ下水道ビジョンなどとなります。 

  続いて、（２）「ごみ処理の現況と課題の抽出」です。こちらは、過去の統計データを確認

しながら、ごみの減量、再使用、再利用、資源化、ごみ処理経費などの現況を確認し、課題

を抽出していくものです。 

  （３）「ごみ処理計画」です。統計値の整理、目標値の見直し、ごみの排出抑制・資源化の
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ための方策、事業系廃棄物対策、超高齢社会の対応となっております。事業系廃棄物対策に

ついては、前回の審議会の中で事業系廃棄物対策をきちんと計画の中に入れたほうがいいと

いうご指摘がありましたので、ここに掲載させていただいております。また、超高齢社会の

対応については、資源化・減量化とは若干視点が違いますけれども、今後、重要な事項とし

て掲載する予定となっております。 

  それでは、詳細を説明していきたいと思います。「計画の改定について」という資料の裏を

ごらんください。「循環型社会を形成するための法体系」ということで記載していただいてい

ます。環境基本法、循環型社会形成推進基本法などがございますが、循環型社会形成推進基

本計画が平成 25年５月に改正されております。それから、廃棄物処理法も平成 28年４月に

一部を改正されております。平成以前の計画から、廃棄物処理法の主な法改正としては、平

成 27年８月に施行された災害時の仮の焼却施設等の設置にかかわる条項とか、そういったも

のが変更されております。平成 28年４月１日に施行されたものは、特別管理一般廃棄物に廃

水銀及び廃水銀を処分するために処理したものを追加することとなっております。その中に、

下の段で「個別物品の特性に応じた規制」となっております。この中で、小型家電リサイク

ル法が平成 25年４月に施行されております。 

  主な法改正は以上のとおりになります。 

  この中で、国の目標として、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るための基本的な方針」が定められております。幾つかありますが、例

えば一般廃棄物について、平成 24 年度に対し排出量を 12％削減、排出量に対する再生利用

の割合を 21％から 27％、最終処分量の 14％削減、１人１日当たりの家庭ごみ排出量 500 グ

ラムなどという目標が掲げられております。また、循環型社会形成推進基本計画においても、

目標の見直しがされております。例えば、一般廃棄物の減量化で約 890グラム、１人１日当

たりの家庭系ごみ排出量として約 500グラムという目標が掲げられております。 

  次に、県のほうです。県の計画も改定予定となっております。この資料には載っておりま

せんが、説明させていただきます。神奈川県循環型社会づくり計画が、平成 24年３月に策定

されています。こちらは平成 28年３月に改定を予定しております。その中でも、生活ごみ１

人１日当たりの排出量、一般廃棄物の再生利用率などの見直しが図られる予定となっており

ます。 

  それでは、もとの資料の「藤沢市の計画、関連条例」を説明させていただきます。こちら

の中で、藤沢市環境基本条例、藤沢市環境基本計画がございます。こちらの藤沢市環境基本
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計画についても、今年度の３月に改定を予定しております。 

  藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例は平成 27年 12月に改正して

おりますが、こちらは先ほど説明させていただいた災害廃棄物の処理施設、仮の施設を設置

する場合の手続に関して条例改正をしたものとなっております。 

  これに基づきまして、藤沢市一般廃棄物処理基本計画が、今年度、改定するものとなりま

す。 

  お手元に「一般廃棄物処理基本計画」をお持ちいただいていると思います。平成 24年３月

に改定したものをお手元にご用意ください。お持ちでない方はいらっしゃいますか。大丈夫

ですか。 

  先ほどの概要とポイントで軽く説明させていただきましたが、こちらの本文を見ながら、

こういったところを変更していく予定というところをイメージしていただきたいと思います

ので、説明させていただきます。 

  まず、１ページ。「一般廃棄物処理基本計画基本事項編」と記載してあります。こちらは、

「計画期間」が変更となっています。下のほうは、先ほどの「上位・関連計画等との関係」

で説明させていただいたところになります。 

  10ページ、11ページ。「基本理念と基本方針」は、基本的に変更する予定はございません。

11ページの「計画の数値目標」は、大幅に変更する予定となっております。例えば、先ほど

も説明しましたが、国との比較などがなかなかできないような表となっておりますので、そ

ういったものをつけ加えていきたいと考えております。あとは、資源化率も、今、国に報告

している数値がありますが、そちらと計算方法が異なっており、市独自の資源化率となって

おります。こういったところを国の計算方法と合わせることによって、他市との比較が容易

にできるような数値にしたいと考えております。 

  17 ページ、「施策の体系」です。施策の体系的にはほとんど同じと考えております。基本

方針１、２、３とありますけれども、それぞれに施策を展開していくという内容となってお

ります。例えば、施策の一番上として「３Ｒ推進に関する施策」「事業系ごみに関する施策」。

基本方針２の施策として「施設整備に関する施策」「排出･収集に関する施策」「中間処理に関

する施策」「最終処分に関する施策」「災害廃棄物に関する施策」「その他のごみに関する施策」。

基本方針３として「協働体制の仕組み」「協働事業の充実・支援」「情報発信・啓発」という

ことで予定しております。右側の内容は、当然、見直しの対象になっていきますので、ここ

を重点的に見直したいと考えております。 
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  25 ページ、「廃棄物の適正処理システムの実現のための施策」として、「ごみ処理の流れ」

がございます。こちらについても、前回の審議会でかなり直したものを皆様にお示ししてい

ますので、それに合わせた修正をしたいと考えております。 

  45ページ、「生活排水処理基本計画」となっております。「基本理念と基本方針」について

は、特に変更等ございません。下水道ビジョンは、今年度改正予定となっております。こち

らに合わせて一応変更予定となっておりますけれども、下水道ビジョンが同じような時期に

改定となりそうなので、若干ずれる可能性はございますが、なるべく合わせていきたいと考

えております。 

  一応、詳細な説明については以上となります。 

  最後に、この基本計画の改定のスケジュールについて説明したいと思います。ホチキスど

めの資料の一番最後を見てください。「藤沢市一般廃棄物処理基本計画改定等スケジュール」

と記載させていただいています。 

  ４月、５月は、一般廃棄物処理基本計画改定業務として、コンサルタント業者にこちらの

改定業務の委託をしており、４月、５月に入札をして、契約をしている状況です。現在、過

去のデータの取りまとめをしていただいている状況です。 

  ７月は、減量等審議会、今回の開催となっております。 

  ８月は、第一次素案が提示されます。それをもちまして、８月 24日に審議していただく予

定となっております。 

  10月になりまして、第二次素案。8月 24日の審議結果を受けて修正し、第二次素案を提示

したいと考えております。それを、また 10月 25日に審議していただく予定となっておりま

す。 

  11月から 12月にかけまして、パブリックコメントを求めたいと考えております。12月に

パブリックコメントの意見の整理。必要に応じて審議会を入れるか入れないかということに

なると思います。 

  １月、最終案の提示をさせていただきますので、こちらは最終的に減量等審議会で審議し

ていただくような形を考えております。 

  また、基本計画とは別の話になりますけれども、湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画

についても改定を予定しております。こちらも９月から 10月にパブコメを行いたいと考えて

おります。こちらは、施設の計画がメインとなっております。ただし、皆様のほうにはパブ

リックコメントの資料等はお送りして意見を求めたいと思いますので、こちらもよろしくお
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願いいたします。 

  最後ですが、平成 29年度、平成 30年度の藤沢市廃棄物減量等推進審議委員の選考を予定

しております。今回の委員の皆様については、今年度が２年目となります。特に市民公募の

方については、また来年度、続けていただけるということであれば、11 月から 12 月の募集

がありますので、ぜひ応募していただければと思います。 

  私からの説明は以上となります。 

○横田会長 ただいまのご説明について、何かご意見、ご質問等ございますか。 

  一般廃棄物処理基本計画というのは大変大きな計画ですので、内容もざっくりしたもので

ありますが、計画のポイントを今ご説明していただいたわけです。何かそれにこういうもの

を加えるべきではないかとか、もしありましたら、どうぞ。 

  前回までの審議会で出されたご意見等を踏まえてこしらえてあるということです。何分、

こういうものはわかりやすく書くというのが１つあったかと思います。そういう意味で、先

ほど資源化率は、何か国のほうのやり方と藤沢市のやり方が少し違うので、それに合わせる

ということをおっしゃられていました。 

  例えば、基本計画の２ページに「ごみ発生量」、「要処理量」、「資源化率Ⅰ」、「資源化率Ⅱ」、

「最終処分率」といったものがずらずらと書かれているわけです。「要処理量」というのは内

訳が書いてありますけれども、例えば不燃ごみは、ふだんごみを分けている方は、不燃ごみ

はこんなものだというのはよく知っていると思いますが、ここにあるようなものについて、

具体的にどういうものが不燃ごみで、どういうものが可燃ごみなのかというあたりのことも、

最初に「用語の定義」があります。非常にありがたいことですが、トップに出ていますね。

ページ抜きのところ。これは将来ともこの位置に入るのか、新しくしていくのかわかりませ

んが、やはりこういう用語の定義と一緒に、多少難しい専門語と言うのもなんですが、藤沢

市で決めている可燃ごみとは何かとか、不燃ごみとは何かということは、やはり最初にわか

っておく必要があるのかなという気がいたしました。 

  そういうことで、資源化率の定義には、チップ化施設持ち込み量とか、リサイクル展示場

の資源化量、いろいろ書いてありますが、もしできればそういうものは具体的にどういうも

のなのかということの説明が一覧表のような形でまとまっているといいかなと思いました。 

  ついでですけれども、資源化率は、国がどういう定義をしているか、私もよくわかりませ

んが、「率」というからには、分母のごみ発生量というのは分子に入ってくる集合というか全

てを集めたものが入っていないと率にならないわけです。例えばその他家電リサイクル量と
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いうのがありますが、これはごみ発生量にそもそも入っているのかどうか。ごみ発生量を見

ると、ここには資源回収量が入っている。ですから、資源回収量の中にその他家電リサイク

ル量も入っているのか。あるいは、処理過程からの資源化量、これはちょっと難しいと思い

ますが、やはりこの辺もわかりやすく市民に教えてもらう必要があると思います。これらの

ごみ処理過程からの資源化量も、ごみ発生量の中に入っていないと、率としてはおかしいわ

けですよね。初めは入っていなくて、途中で中間処理後に動いてきたものだとは思いますが、

もし率として考えるなら、処理過程からの資源化量も、ごみ発生量の中に当然入っているべ

きだと思いますが、その辺はどうなんでしょう。 

○須田補佐 まず、用語の定義について、目次の次のページに、一応「用語の定義」はござい

ます。ただ、先ほどおっしゃられたとおり、こういった細かいものが何を示すかというのは

確かに書いていないので、なるべくわかりやすいように記載したいと思います。ただ、この

資源化率についても、実際には「ごみ発生量」と書いてありますが、一部推測量が入ってい

るのが現状なので、そこの考え方をどうするかというのも、次回の審議会にて、こういった

違いがあるということを説明していきたいと考えております。 

  また、先ほどの中間処理から資源化したものも資源化率に入れるべきという話ですが、こ

ちらについても、事務局として当然入れるべきと考えております。例えば、今、蛍光灯の処

理をしていますけれども、今は最終処分という形でやっております。ただ、現実としては、

ガラスはガラスとして資源化し、水銀は水銀として回収して資源化している状況なので、本

来ならば資源化率に入れるべきと思っております。 

  国の考え方として、リサイクル率というものがありますが、そちらの計算方法を使えばリ

サイクル率の中に入れられますので、藤沢市でも、今回の基本計画の中で、リサイクル率に

ついても示していきたいと考えています。 

○横田会長 要するに、私の言いたいのは、率というからには分母は全部入っていないとおか

しいということだけです。あとは、なるべく難しい言葉は冒頭にでも、あるいは巻末でも結

構ですので、この「用語の定義」みたいな形で説明の表をひとまとめにしておいていただけ

るとありがたい、そういう要望です。 

  何かお気づきの点はございませんか。これからまだ審議するチャンスはあるわけです。こ

れからまだコンサルの方もデータ等をまとめた上で中間的に素案が出てくると思いますので、

そのときにまたごらんになっていただいて、ご意見を出していただくということでもよろし

いかとは思いますが。 
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  最近、国がしきりと言っている防災関係のときにも、こういった廃棄物処理施設が役に立

つと言うと変ですが、頼りになる施設という機能も備えるようにしていっていただきたいと

か、あるいは低炭素化ですか、地球温暖化等のことについても、この廃棄物処理の中でもで

きることがあれば、できる限り低炭素化の機能を果たすようなものにしていただきたいとい

うことを言われているわけです。それは、各条項を見ると、先ほどの説明の中にも、たしか

災害のことも入っていたし、地球温暖化防止についても入っているわけです。エネルギーと

かそういうものの資源化の率を高めるということに入れているのか、あるいはバイオマス関

係のことについては、藤沢市では残念ながらバイオマス関係はちょっと難しいということで、

施設は取りやめにはなっておりますが、そういうことの今後に向けての狙いも、この中に入

ってくるのだろうとは思います。そのあたりでは、どのようにお考えになっていますか。 

○須田補佐 災害廃棄物の処理に関しては、基本的な事項だけを記載する予定となっておりま

す。ただ、後でも説明のある、藤沢市の新しい施設、北部環境事業所の更新がありますが、

その中に災害廃棄物を処理するための施設としての位置づけもされることとなっております。

また、当然、エネルギーの使用が少ない施設というのは重点項目としてその計画の中に入っ

ております。 

○横田会長 ほか、ございませんでしょうか。 

○北坂委員 廃棄物そのものの定義が、何をもって廃棄物になるのか。例えば、きょうの新聞

で、セメントの材料、原料ですか、廃棄物を使ってセメントをつくるという記事を目にした

んです。それは、災害時の廃棄物をセメントの原料にして、そういうものをつくっていくと

いうことで、廃棄物そのものが出てくる中で、最終的に廃棄物と呼ばれるもの、ないしはそ

れを再利用するもろもろの方法によって廃棄物の量も変わってくるかと思います。そこのと

ころ、藤沢市としての廃棄物の定義を、もうちょっと具体的に聞きたいなと思っているんで

す。ちょっと難しいのかもしれませんけれども、より具体的になると思います。 

○須田補佐 この計画のもとになっているのは廃棄物処理基本法ですので、廃棄物処理基本法

に定める一般廃棄物に対して計画をつくるものとなっております。ただ、災害時のごみは一

般廃棄物になりますので、ちょっと考え方が難しいのですが、今回はそういったものは余り

対象としていないので、通常の家庭から出た不要のものと、事業系から出るもので一般廃棄

物に該当するもの、それからし尿と浄化槽汚泥が、今回の計画の対象となっていきます。 

○北坂委員 家庭から出るごみについては、資源化にはならないんですか。 

○須田補佐 当然、ごみと資源という分け方になります。 
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○北坂委員 一般の食べ物の家庭ごみですね。例えば藤沢市でいえば月曜日と木曜日に出す一

般家庭のごみ、これは廃棄物ですか、資源化になるものですか。 

○須田補佐 資源として出しているものは資源という扱いです。ごみではないです。 

○北坂委員 なるほど、ごみではないのですね。可燃ごみという形で出していますよね。 

○須田補佐 一般廃棄物という中には入るのですが、市としては、ごみではなく資源物という

扱いにしているということです。 

○横田会長 よろしいですか。定義の問題は非常に難しいのですが。 

○金子部長 少し補足というか、考え方です。 

  まず、市がつくる計画は、本当に市民の皆さんにとって大変読みにくい部分があって、専

門用語が出てきたり。そのやり方についても、通常だと参考資料か何かで一番最後に用語の

説明をつけておくというのが通常パターンです。しかし、私も、読んでいて、途中に出てき

たわからない言葉を後ろへ持っていくというのが非常に難しくて、それはこれからうちのほ

うで調整しなければいけないのですが、同一ページにあったほうが本来は読みやすいかなと

いう考え方は持っております。ただ、紙面の関係もありますので、大変難しいところもあり

ます。 

  廃棄物の関係で、昔と違って、先ほどの可燃ごみも、昔はただ燃やしてしまうだけ。今、

北部環境事業所はエネルギー回収型になっていまして、燃やしたエネルギーで発電していく

という形になりますので、昔でいうただのごみではないというのは事実だと思いますが、な

かなかそこを数値化するのも難しい。 

  建設リサイクル、要はコンクリートがらとかも、昔はそのまま埋め立てをしていましたけ

れども、それを再生して路盤材に使っていたり、そういう循環型のいろいろな再生の方法が

出てきておりますので、それをどこまでこの計画の中に盛り込めるかは別にして、そういっ

た意味のものも入れていかないといけないかなと。 

  先ほどの災害廃棄物については、説明したとおり、来年度、計画をつくります。あとエネ

ルギー回収、温暖化のほうも、温暖化対策の実行計画をここで見直しますので、この一般廃

棄物処理計画の中では触れさせていただきますけれども、詳細については本物の計画を参照

するような形で、頭出しのような形で考えていきたいと思っています。それを全部入れてい

くと、このページがまたこんなに厚くなって、だんだん皆さん読みたくなくなってしまう。

ここのところ計画物はそういう傾向がありますので、なるべく市民の皆さんにも目を通して

いただけるような計画書にできればと思っております。 



 11 

  補足で考え方だけ申し上げました。 

○横田会長 これは本論から少し外れるかもしれませんが、この基本計画の中には生活排水処

理も入っているんですよね。この排水処理の中で私が気になるのは、合併処理浄化槽は、現

在、藤沢市は、まだ浄化槽の処理人口が 3,000 人ぐらいいます。3,000 人というのは、戸数

にすると何軒ぐらいあるのか。3,000 人というのは世帯数ではなくて、その世帯で使ってい

る浄化槽の家族全員を入れた人数だろうと思いますが、そのあたりのことがもう少しよくわ

かるといいかなと思います。 

  それから、最近、確かに浄化槽は性能がよくなっていて、浄化槽法でも排水の１つの基準

として、ＢＯＤで 20ppm、20mg/L以下にしなさい、そうなっているかどうかの検査もしなさ

いということになっていますが、そういった検査が果たしてうまく行われているのかどうか。

やはり浄化槽の管理者は一般の市民ですので、その辺の知識は全くないので、検査する側が

「これは検査しなければいけないのですよ」ということをちゃんと教えて、検査をさせてい

ただかなきゃいけない話ではあります。 

  ところが、藤沢市の場合はどうか知りませんが、全国的にも自治体で余り検査率が芳しく

ないところが結構多いということもあって、実際にはちゃんと検査していない。検査料もか

かりますから、お金のかかることは余りしたくないということは当然あると思います。その

辺は、国のほうでも少しおくれているのではないかと思いますが、もう少し浄化槽というも

のの管理の特殊性から見ても、例えば検査は無料にするとか、検査すればするだけ検査者側

の収入になっていくという形にでもしない限り、検査率は上がらないのではないかと思いま

す。そのあたりの浄化槽の維持管理の状況、検査率がどのような状況になっているのか。 

  一般に浄化槽法は都道府県に管理監督義務が課せられていますが、藤沢市は保健所設置市

ということで、県並みの権限と責任を持っている市であろうかと思いますので、その辺のこ

とについても、なるべく基本計画の中でもう少し情報が出てくるといいなと思っております。

これも、私の１つの要望、希望であります。 

○須田補佐 今のご意見については、本日は来ていませんが、下水道業務課が担当になります。

次回以降は出ていただく形になりますので、申し伝えておきますので、よろしくお願いいた

します。 

○岩隈委員 51 ページの 10 です。集合住宅にあるディスポーザというのですか、私は使って

いないからよくわからないのですが、この文章によると集合住宅で使っているところもある

ようですが、何か余りよくないように書いてありますよね。詰まったりして負担が大きいと。
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ほかはみんなきちっと分別しておりますので、こういうのは禁止するようなことはできない

でしょうか。 

○横田会長 多分これも、今度の下水道のほうのお仕事になるのかなと思います。 

○須田補佐 「単体で使用すると」と書いてあります。藤沢市で認めるものですけれども、デ

ィスポーザに排水処理システム、浄化槽がついているものでないと認めないという下水道の

定めがございますので、ここに書いてあるものは、あくまでも細かくして下水道に流すよう

なディスポーザはだめですよという話で記載させていただいているものです。なので、藤沢

市にはこういう単体のものはないということになります。 

○野中委員 同じところでもう一度教えていただくことになるかと思いますが、11ページの表

の中で、②「資源を除くごみの減量目標」と、下に書かれている「要処理量」はイコールな

のでしょうか。それとも、要処理量の減量目標ということでしょうか。ちょっと②の定義が

よくわからなくて、教えていただきたいというのが１つです。 

  この計画そのものを国の方針とか、あるいは神奈川県の計画の改定に照らし合わせながら

計算方法などを変えていかれる予定だということですので、この冊子に載せることが適切か

どうかわかりませんが、数値目標が適当かどうかを判断するための参考資料として、次回あ

るいはその次にご提示いただくときに、その時点で出ている国の目標値とか、県の目標値も

一緒にご提示いただければ、藤沢市の目標がどのレベルなのかというところが、より議論が

深まるのかなと思っています。 

○横田会長 これについては、事務局から何かご説明していただけますか。②がちょっとわか

りにくいということです。 

○須田補佐 こちらは「要処理量」と書いてありますが、実際には排出量という形になります。

実際にごみが出された量です。こちらがごみの減量目標という形になっております。ただ、

こちらの考え方として、家庭系と事業系と合わせたものとなっております。国のほうだと家

庭系という限定がありますので、当然、先ほど委員がおっしゃった国との比較ができるよう

な数値となると、ここからまた違う数値を出させていただくような形となります。次回の素

案については、国の目標値と、それに対する実際の現状値について表でお出ししたいと考え

ております。 

○横田会長 資源を除くごみの減量ということはよろしいですか。――ありがとうございまし

た。 

  ほかにございますか。――特にないようでしたら、議論はこの程度にしておきたいと思い
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ます。 

  それでは、次第の２「その他」に移ります。事務局よりご説明をお願いいたします。 

○五島主幹 それでは、２の（１）「藤沢市焼却施設整備基本計画について」、ご説明させてい

ただきます。北部環境事業所、施設整備担当の五島と申します。よろしくお願いいたします。 

  お手元にお配りしたレジュメだと、「整備・運営事業に関するスケジュール」のＡ３のもの

と、先ほどお配りした「藤沢市焼却施設整備基本構想と基本計画の主な変更点とその概要」、

この２点で説明させていただきます。先に、基本構想と基本計画の変更点のご説明をさせて

いただきます。 

  藤沢市においては、老朽化した焼却施設が、北部環境事業所と石名坂環境事業所、市内に

２施設あります。先ほどの説明でもあったとおり、平成 42年まで人口増等に伴うごみ量も微

増していくという傾向の中で、焼却施設を整備する必要があるということで、平成 27年４月

に湘南東ブロック藤沢市域における焼却施設整備方針を策定し、それをもとに藤沢市焼却施

設整備基本構想（素案）を策定させていただきました。こちらは、平成 28年１月に開催した

第２回藤沢市廃棄物減量等推進審議会で報告させていただいたものです。その後、審議会で

のご意見等を反映して、藤沢市焼却施設整備基本計画を策定しました。この基本構想と基本

計画の変更点についてご説明させていただきたいと思います。 

  委員の皆様には、基本計画を郵送でお送りさせていただいておりますので、主な変更点と

その概要についてということで、それをＡ４判に抽出した形で、文章は一部抜き出しと省略、

表についても抽出した形の表となっておりますので、対比した形と、補足説明をしながらご

説明させていただきます。 

  まず、この基本計画の構成が、「はじめに」の冒頭の理念の部分を説明する文章と、10 章

立てとなっております。 

  「はじめに」の中で、基本構想の段階でも、現状の課題とか、資源の推進というものをう

たっておりましたけれども、基本計画の中で「循環型社会構築のための優先順位として」と

いうことで、１番目から５番目の順番で、リデュース、リユース、リサイクル、熱回収、適

正処分を基本理念としているということを追記して、循環型社会推進のためにリデュース、

リサイクルをまず第一として、焼却施設整備の計画を進めていくということを明記させてい

ただきました。 

  第３章「施設規模と計画ごみ質」です。こちらは「国、県、市の目標」の中で、基本構想

策定時点と基本計画策定時点で国の計画に変更がございまして、これは抽出している部分で
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ございますが、減量化の目標が、改定後は平成 24 年度排出量が 12％削減。１人１日当たり

の家庭ごみの排出量を 500グラムということで改定されましたので、そこの部分を変更して

おります。リサイクル率についても 27％、最終処分量についても 14％という変更になってお

ります。 

  第４章「公害防止基準値等の設定」についてです。「検討の目的」を追記させていただいて、

基準値の設定について技術的及び経済的に可能な範囲を勘案して、適切な設定値を検討する

こと。今後、施設の生活環境影響調査を行い、環境について予測評価を実施することを追記

しております。 

  続いて、「排ガス排出基準のまとめ」です。添付してある表だとちょっと見にくいので、２

枚目の裏面と３枚目が「基本構想」と「基本計画」で、それぞれ表を抽出しております。基

本構想のほうでは、廃棄物処理法に定められている維持管理計画で計画する硫黄酸化物、窒

素酸化物、ばいじん、塩化水素、ダイオキシン類、一酸化炭素と、神奈川県生活環境の保全

等に関する条例による規制基準、これはカドミウムから水銀までですが、これらを混同した

１つの表となっておりまして、不適切な表の表現でしたので、基本計画のものと県条例の項

目に分けて、それぞれ明記するようにしております。 

  １枚目の裏面です。「公害防止基準値等の設定」の「騒音」と「振動」について、基本構想

のほうでは「計画地は、工業専用地域であるため、騒音の規制基準は適用されません」とさ

れていましたが、神奈川県生活環境の保全等に関する条例で規制基準が定められておりまし

たので、ここのところは訂正させていただいて、表を入れかえております。騒音については

規制基準は変わらなかったのですが、振動については午前８時から午後７時まで、構想では

75デシベルでしたが、基本計画では 70デシベルに変更させていただいております。 

  第５章「処理方式の検討」です。基本構想の段階では、建設の焼却炉の形式について、ス

トーカ方式または流動床方式の２つに絞られるという段階までの検討で終わっていましたが、

メーカーアンケート等を実施した結果、藤沢市の北部環境事業所新２号炉については、スト

ーカ方式の焼却炉を建設するということで、計画させていただいています。 

  第７章「余熱利用計画」についても、メーカーアンケートの結果によって、発電出力が 3,200

キロワットから 3,650キロワットという結果が得られましたので、それを記載するとともに、

こちらの審議会でもご意見いただいた発電出力というものがどれぐらいなのかといったこと

を一般の方にもおわかりになっていただけるように、参考として発電量の 3,650キロワット

のうち、焼却施設に使用する電力を除いた外部へ供給可能な発電量は約 2,750キロワットと
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なるということ、これは一般家庭の約 4,500世帯分の１日の消費電力に相当するということ

を追記させていただいております。 

  第８章「事業方式の検討」です。基本構想の段階ではＤＢＯ方式で藤沢市のリサイクルプ

ラザとか北部１号炉が運営されていますので、これらを踏まえてその導入について検討する

ということにしておりましたが、基本計画においては、プラントメーカーから見積もり等を

徴収した結果も踏まえて、定量的評価、定性的評価、あと民間事業者の参入意向の各評価に

おいて、ＤＢＯ方式に最も優位性がございましたので、藤沢市の新２号炉の運営事業として

は、ＤＢＯ方式が最も適した方式ということにさせていただいております。 

  第９章「概算事業費の検討」です。基本構想の段階では、他市事例や物価上昇率等を踏ま

えて概算事業費を検討しておりましたが、基本計画においてメーカーアンケートの結果等を

整理して、概算事業費を、総建設費としては 133億円から 151億円としております。こちら

については、おおむね基本構想の試算と同じような結果となっております。 

  第 10章「整備スケジュール」です。基本構想の段階でも、新２号炉の建設は狭い土地であ

ること、１号炉を稼働しながらの建設であるということで、建設期間は長くなると想定して

おりまして、約４年半を見込んでおりましたが、メーカーアンケートを行った結果、５年間

の工事期間が必要であるということになりました。平成 30 年度に着工して、稼働は平成 35

年度の予定としております。 

  以上が、基本構想と基本計画の主な変更点とその概要となります。 

  続きまして、この基本計画をもとに、今年度から実施させていただいている「整備・運営

事業に関するスケジュール」というＡ３の資料をごらんください。今年度、来年度において

実行する大きな項目としては、Ａ３の表の一番左端の一番上の段「施設整備検討項目」の中

の実施方針の作成、審議を行った上でつくっていくものとなっております。まず、どのよう

な施設をつくるのか、メーカーに見積もり設計図書を徴収して、こちらで要求水準書をつく

る準備を開始します。 

  その後、それと並行して実施方針の作成です。先ほど説明しましたが、新２号炉の整備運

営事業をＤＢＯ方式で進めることとしていることから、ＰＦＩ法に準じて実施方針の作成を

行っていきます。この実施方針の作成というのは、この事業をどのような方式で行っていく

のかということを示すものでございます。 

  ＤＢＯの実施方針を策定・公表した後に、この事業がＤＢＯ事業で実施することが適切で

あることを、定量的評価及び定性的評価等によって判断して、特定事業の選定という作業を
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行っていきます。これらを行った後に、要求水準書を平成 29年４月に公告して、プラントメ

ーカーから技術提案を提出していただいたものを、平成 29年８月ぐらいから審査する予定と

なっております。 

  少し話が戻りますが、「計画支援」は、専門のコンサルタント業者にアドバイザリー業務委

託をしておりますので、専門知識を有したコンサルタントに、ＰＦＩ法にのっとった事業選

定の作業を進めていくものでございます。あわせて、外部識者及び市職員で構成する事業審

査委員会を設置して、実施方針や事業審査方法等の検討を行って、整備・運営事業を受注す

る事業者を選定する作業を行っていく予定でございます。 

  予定としては、平成 29 年度 12 月に仮契約をして、２月に本契約、実際の着工は平成 30

年度になる予定となっております。そのようなタイムスケジュールで事業計画を進めていき

たいと考えております。 

  このＡ３の表の一番下の段の「生活環境影響調査測定」は、廃棄物処理施設を設置するに

当たって、廃棄物処理法で定められた必要な調査となります。周辺の大気や振動・騒音、悪

臭などの環境を事前に調査して、焼却施設設置後の影響を予測評価して、その結果が環境基

準に適合して、地域の適切な生活環境が保全されることを確認して、それを神奈川県に提出

して確認していただくという作業を行う予定となっております。 

  「整備・運営事業に関するスケジュール」の説明は、以上とさせていただきます。 

○横田会長 ただいま、整備計画のスケジュールの内容についてご説明がありましたが、ご質

問等ありましたら、どうぞ。 

○金田委員 １点、お聞きしたいところがあります。 

  「処理システムの検討」で、処理方法はわかったのですが、今回、新しい２号炉をつくる

に当たって、まず処理に対する処理量が現状のままなのか、処理量をかなりふやすのか。冒

頭に環境部長のご挨拶がありましたけれども、市民の人口の推移が微増で増加する。多分、

それに伴いまして、基本的に市民がふえれば事業系一般廃棄物もふえる可能性が高いと思い

ます。それに対する増加率をどれぐらい見込んで処理量を考えているのか。そこら辺をまず

お聞かせいただきたい。 

  それから、災害廃棄物もこちらで処理するということなので、その辺の余力をどう考えて

いるのか、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○和田所長 まず、災害廃棄物です。本来、北部環境事業所で通常処理分としては、２号炉に

おける処理施設としては、石名坂の現状の施設を交えると１日 115トンでいいのですが、こ
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こで災害処理分として処理量の 10％程度を見込んで、一応 38 トンを見込む。そういうこと

で、115トンと 38トンで、150トンを見込んでおります。災害が起これば、その分、38トン

は必要になりますけれども、通常だと、石名坂の処理を含めると、その分、かなり余裕があ

るということです。あと、今度は新たに石名坂のほうの整備もこれと並行してというか、終

わってすぐに、どういう整備にするかということも出てくるので、そのときに石名坂の処理

能力も、今は 130トンですが、通常、ここでいくと 100トン程度でもいいのですが、そこで

直していくという作業が出てくると思いますので、当面の間は北部の 150トンで大丈夫であ

るということです。 

○金田委員 例えば、今の新しい２号炉については、災害以外のところで、人口増加に伴って

処理量をふやすことは考えられているのでしょうか。 

○和田所長 現状の段階だと予測していますけれども、処理量の増加としては、それほど一般

廃棄物は見込んでいません。ただ、先ほど言ったように、北部の２号炉は災害時の１日 38

トンの分があるので、その分で、たとえ伸びたとしても、150 トンあれば十分余裕があると

いうことです。 

  それと、先ほどの繰り返しになりますけれども、藤沢としては２施設で行っていくという

ことで、北部が終わった後、またすぐに石名坂の整備にかかることになりますので、そこで

また石名坂のほうの処理能力も決定していくことになっています。現状だと、そういう形で

北部の 150トンがあれば、その伸びを見たとしても十分余裕がある処理能力だと考えており

ます。 

○金田委員 単純に考えて 130億円から 150億円かかる施設なので、できれば余力のある施設

にしていただければ助かるなと思っております。これから要求水準書をつくるということな

ので、そこら辺も踏まえていろいろ考えていただければと思っております。ありがとうござ

います。 

○横田会長 これは、例えば寒川とか茅ヶ崎を入れた広域的な災害の広がりを考えた上での量

ではなくて、藤沢市だけの分ということでよろしいですか。 

○和田所長 おっしゃるとおりです。藤沢市だけの分で、処理能力の何％かという形で算出し

た処理量です。 

○横田会長 それが 38トンということですね。わかりました。 

  ほかにございましょうか。 

○北坂委員 今の焼却炉に関連するかどうかちょっとわかりませんが、この前いわゆるＴＰＰ
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の問題について、これだけ課題があるという非常に大きな課題を１つ１つ聞いたときに、今

の一番大きな問題はＩＳＤ条項だと。これは何かというと、例えば藤沢市であれば指定銀行

があります。横浜銀行とスルガ銀行です。ＩＳＤ条項に入ると、ＴＰＰに加盟した国は、そ

れは不公平だという話が出てくるかもわからないというのがＩＳＤ条項だ。これの裁判その

ものは全てアメリカでやるということで、非常に大きな問題だという問題提起をたまたまセ

ミナーで伺いました。カタヤマヨシハル（？）さんですか、彼がそのように話をされました。

恐らく、業者選定については、そういういろいろな形で地域に貢献している業者とか、当然

そういう形になってくると思います。非常に雲をつかむような話かもしれませんが、そうい

うことが将来起こるかもわからないということをお伺いしたので、参考までにご披露させて

いただきました。 

○横田会長 事務局から、それについてはよろしいですか。――それでは、ほかに議論がない

ようでしたら、「その他」の（２）ですか、何か事務局からございましたら。 

○山本上級班長 環境事業センター、地域担当の山本と申します。よろしくお願いします。私

から、「ごみの分け方・出し方動画について」、３つの資料をもとにご説明したいと思います。 

  それでは、「ごみの分け方・出し方動画」、「『動画でごみと資源のなぜ』を解決！」につい

てご説明いたします。本市では、ごみの減量・資源化を促進するために、スマートフォン用

ごみアプリなどを活用して、市民の皆様に周知啓発をし、ご協力をお願いしております。昨

年、市民や大学生との意見交換から、例えば「カンは潰さないで、ペットボトルは潰して出

して」など、ごみや資源の分け方・出し方のなぜの部分を周知することで、一層のごみ減量・

資源化が図られるのではないかとのご意見をいただきました。 

  そこで、昨年 12月 25日に「広報ふじさわ」で「ごみと資源のなぜ」を特集記事で掲載し

たところ、市民の皆様から好評を得たことから、ことしはお手元に配付している大きいＡ３

のプリント「ごみと資源のなぜ？に答えます！」を、小学校４年生を対象に実施しているご

みや資源の体験学習会の際に、公立の小学校 36校 3,800名に配布するとともに、ポスターを

各市民センターや公民館に掲示していただきました。より多くの人に、「ごみと資源のなぜ」

を周知啓発することをテーマに市民や大学生と意見交換したところ、「動画があればわかりや

すいのでは」とのご意見をいただきました。このことから、ごみ分別アプリやホームページ

から動画サイトを視聴できるシステムを構築し、７月８日（金）午前８時から配信を開始す

るものです。 

  動画の内容としては、裏面にある「ごみと資源のなぜ」、「ごみと資源の分け方・出し方」、
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「ごみの減量・資源化」の３つのテーマで 23 編と「ふじさわキュンダンス編」を加えた 24

編を配信するものといたしました。今後の取り組みとして、12月の不法投棄やポイ捨ての多

発時期に合わせ、「不法投棄・ポイ捨て防止編」などを配信してまいりたいと考えております。 

  本日は、配信に先立ちまして、24編の中から「ごみと資源のなぜ」から「ペットボトル・

カン出し方編」、「ごみと資源の分け方・出し方」から「可燃ごみ編」、「シティープロモーシ

ョン」からプラスチック製容器包装の収集から処理及び環境部各課をご紹介した「ふじさわ

キュンダンス編」の３編をごらんいただきたいと思います。 

  それでは、動画をごらんいただきますが、動画の出演者については環境部長以下、環境部

の職員及び関係団体の職員でございます。それでは、見てください。 

（ 動  画 ） 

○山本上級班長 最後に、動画にも登場している本市公式マスコットキャラクターのふじキュ

ン、リサイクルプラザ藤沢啓発棟で活躍している藤沢市資源循環協同組合のマスコットキャ

ラクター、エコＲｅちゃんと一緒に記念撮影ができるパネルも作成しましたので、ご紹介さ

せていただきます。 

（パネル展示） 

○横田会長 もう議事は先ほどで終了しているのですね。 

  何か、特にございましたら。 

○北坂委員 今の動画で１つだけ。我が家では叱られそうなのが１カ所ありました。ペットボ

トルとカンを水道水で洗っていましたね。あれは、我が家では叱られます。「ためた水でゆす

ぎなさい」というようなことを毎回言われていますので、我が家の事情をちょっとご説明し

ました。 

○黛参事 いや、正しいと思います。 

○川﨑委員 今、非常に楽しい動画を拝見して、うわさには聞いていたのですが、非常にすば

らしいなと思いました。ユーチューブというか動画で見られるようになると思いますけれど

も、それだけではなくて、せっかくいいものなので、もっと効果的に使っていただければな

と思います。そのお考えについてお伺いできればと思いました。 

○阿部主幹 ユーチューブを使って、今おっしゃられたようにアプリとか、ホームページとか、

ごみの検索システムにリンクを張りまして、そちらからお手軽に見られるような形をとって

います。また、その他でも、リサイクルプラザ藤沢でＤＶＤを作成して常時流すとか、生活

環境協議会や各市民センターなど、ＤＶＤ等を市民の方にも見ていただくように貸し出しを
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したいと思いますので、そのあたりでＰＲをしていきたいと思います。 

○横田会長 テレビでもやるといいですね。（笑） 

○岩隈委員 今、拝見しまして、１つ苦情を言っていいでしょうか。お水を流しっ放しにしな

いで、１つやったらとめて、また次にやるときにとめるように生活しておりますので、よろ

しくお願いします。 

  それから、これは今の基本計画とかそういうのではありませんが、１つお聞きしたいと思

います。この間の広報にキエーロの紹介が出ましたよね。ですが、値段が書いていなかった

ですよね。書いてありましたか。私、よく見たけれども見えなかったのです。それで、別口

で事務局の方にお聞きしたら、大きさによって 8,000円と１万 5,000円があるそうです。私

もキエーロを使ってみようかなと思いましたが、8,000 円はちょっと普通の市民には高いか

なと。もとの値段が幾らかわかりませんけれども、市役所のほう、もうちょっと頑張って

5,000円ぐらいにしていただくと買いやすいのですが。それは希望です。 

  それからもう１つ、さっきの動画を拝見して、とてもよかったのですが、市民に配られる

カレンダーがありますよね。あのカレンダーの中に「メモ」と書いてある欄がありますが、

あそこは小さいから、一々メモは書けないですよね。ですから、どこかでいいのですが、今

の「なぜ」をところどころでいいので書いていただければ、常に目に入って、いいのではな

いかと思います。動画だと一般の人の目に入りませんけれども、あのカレンダーであれば毎

日のように見ますので、潰さないとか、潰すとか、私が言ったプラのやり方、あんなのをカ

レンダーの中に書いていただけたらいいかなと希望します。 

  それからもう１つ、今回は法律的なきょうの議題でしたけれども、一般市民としてのリサ

イクル、リフォームです。私は、帯でかばん（バッグ）をつくります。それから、廃棄され

た傘。今の傘は骨が折れただけぐらいでみんな廃棄しますが、生地がとてもいいのです。そ

れもバッグにしました。あと、ウールの着物。今、着物があってもみんな着ないですよね。

私も着ないです。それを潰してリュックサックをつくりました。 

  きょうはテーマが廃棄物のリユース、リサイクルと書いてありましたので、課長さんにご

相談したら入り口のところに出させていただけましたので、お帰りのときにちょっと見てい

ただけたらありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

○阿部主幹 「区域別収集日程カレンダー」の件です。委員さんおっしゃられるように、あの

カレンダーは毎日見るものなので、いろいろなところが狙っています。納税課は「税金のこ

とを載せてくれ」とか、保健医療部は「健康のことを載せてくれ」とか、毎年いろいろな依
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頼が来ています。ただ、本質的にはごみのカレンダーなので、メモのところも「もうちょっ

と広くしてくれ」とかいろいろな意見がありますが、増ページができれば「なぜ」の特集を

一番前に載せるとか、そういうもので工夫していきたいと思います。そこのところは私たち

にお任せいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○川島委員 今のキエーロの補助金のことです。新聞に、葉山が発祥の地だというので、1,000

円で買えるそうです。それと、鎌倉と逗子は「大半を補助」と新聞に書いてあります。一応、

お知らせしておきます。 

○刈屋主幹 キエーロについては、以前、コンポストを 1,000円で市民の方にお分けしていた

という経過は、多分、委員さんはご存じかなと思っていますが、キエーロが登場してから、

負担率を統一しております。その関係で、ちょっと高くなってはいます。内部でも「ちょっ

とこれは近隣に比べて」という意見は結構出ています。その辺は難しいところではあります

が、今後に向けて考えていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○川島委員 「日曜大工でもできます」と新聞には書いてあります。 

○刈屋主幹 構造上、つくれると思っておりますが、中に土を入れる関係がありますので、耐

荷重等の関係もあります。ホームページで見てつくられる方が結構いるのも事実でございま

すので、よろしくお願いします。 

○横田会長 日程のことでちょっとお伺いしたいと思います。今度の８月 24日と 10月 25日、

２回ありますけれども、時間は午後のきょうの時間と同じですか。それとも、午前でしょう

か。 

○須田補佐 ８月 24日、次回は、今のところ１時からを予定しております。10月 25日は、ち

ょっと時間は未定ですが、こちらも午後を予定しています。よろしくお願いいたします。 

○横田会長 ほかにございますか。 

  いろいろと熱心なご審議、ありがとうございました。ちょっと長時間にわたりましたが、

これにて議事は終了させていただきます。 

○黛参事 それでは、これで本日の予定は全て終了しましたので、審議会を終了させていただ

きたいと思います。どうもありがとうございました。 

午後４時１１分閉会 


